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令和３年（ネ）第８３号放送法遵守義務確認等請求控訴事件 

控 訴 人 宮内正厳外１０９名 

被控訴人 日本放送協会 

 

控訴理由補充書（その２） 

  

                                   ２０２１年４月１

２日  

 

大阪高等裁判所第６民事部Ｂ係  御中  

 

                      控訴人ら訴訟代理人  

弁護士  佐  藤  真   理 

 

弁護士  白  井  啓 太 郎 

 

弁護士  安  藤  昌  司 

 

弁護士  辰  巳  創  史 

 

弁護士  星    雄  介 

 

弁護士  今  治  周  平 

 

弁護士  松  本  恒  平 

 

弁護士  阪  口  徳  雄 
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原判決の事実摘示について  

 

はじめに  

 一審判決は、「被告が法４条１項各号ないし国内番組基準所

定の義務に違反する放送番組を放送したといえるか（争点５）」

として、一審原告らがＮＨＫに対し、放送法４条１項各号およ

び国内番組基準に違反する放送を行っていると主張した争点

に関し、「（ア）ＥＴＶ・番組改変事件」から「（ス）森友・

公文書改ざｎ問題」まで、１３項目に整理して、事実の摘示を

行っている。  

  原審における原告最終準備書面等に照らし、これらの事実整

理において、明瞭な主張漏れ等が認められるので、以下、指摘

する。  

１（ア）ＥＴＶ・番組改変事件について  

 原判決１９頁のｂで、最高裁判決に言及しているが、「平成

２０年６月１２日」と明示すべきである。    

２（イ）かんぽ生命保険不正報道問題について  

 平成３０年４月２４日の「クローズアップ現代＋『郵便局が

保険の押し売り！～郵便局員の告白～』」の放送に対し、郵政

側から激しい抗議がなされたことを受けて、ＮＨＫは８月１０

日に予定していた続編の放送を延期した。同年１０月３０日に

延期し、その内容が「あなたの資産をどう守る？超低金利時代

の処方箋」と題する放送でかんぽ生命保険の不正販売問題にふ

れることがなかったことは、事実整理に反映させているが、原

審の最終口頭弁論で佐藤真理代理人が意見陳述で述べた、「き

ちんとした続報が放送されたのは、２０１９年７月３１日であ

り、１年も遅れたのである」との主張（２０２０年６月１１日

付け意見陳述書（５）の６頁）は反映されていない。    
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 かんぽ生命保険の不正販売を報じたＮＨＫの番組をめぐっ

ては、ＮＨＫ経営委員会が２０１８年１０月、当時の上田良一

会長を厳重注意した問題で、ＮＨＫ情報公開・個人情報委員会

（委員長・藤原静雄中央大大学院教授）は、２０２０年５月に

議事録を「全面開示すべき」との答申を出した。しかるに、経

営委員会は要約しか開示しなかった。上記第三者機関は、２０

２１年２月４日、再度、「全面開示」を命じる答申を出してい

る。郵政幹部と面会した後、ＮＨＫの番組制作手法を批判し、

上田会長の厳重注意に至る流れをリードしたのは委員長代行

の森下俊三氏であったが、森下氏は２０１９年３月に経営委員

長に昇格後、経営委員会は第三者機関の答申を無視したことか

ら、２度目の全面開示答申を受けるに至ったのである。このよ

うに、個別番組の編集への干渉という放送法違反の中心にいた

森下俊三氏が、視聴者団体等の広範な反対の声にもかかわら

ず、２０２１年３月に衆参両院の同意を得て、首相から経営委

員に再任され、さらに委員の互選により経営委員長に再任され

たことは、ＮＨＫの自主自律を脅かす重大事態である。  

３（ウ）「桜を見る会」問題について  

 「桜を見る会」につては、毎年、「安倍事務所」が、都内観

光や「前夜祭」という「安倍晋三後援会」の行事とセットにし

て、後援会員に無差別に呼びかけ、応募してきた後援会員やそ

の家族、知人らがほぼ全員「桜を見る会」に招待されるという

形で行われてきたこと、安倍首相（当時）が、「桜を見る会」

の招待者名簿はシュレッダーにかけて廃棄し、データも残って

いないなどと強弁して一切の検証作業を拒む姿勢を取り続け、

国民の憤りが沸騰したこと、安倍首相（当時）が、国会で追及

を受けて早々に２０２０年の「桜を見る会」の中止を宣言した

ことなどは、原判決の事実の摘示に反映されていない。  
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 刑事告発を受けた安倍前首相は検察官から取り調べを受け

て、昨年末に嫌疑不十分として不起訴処分となったこと、公設

秘書が政治資金規正法違反（収支報告不記載）で略式起訴され、

東京簡裁より罰金１００万円を命じられて、即日納付したこと

等のその後の経過は、改めて、準備書面で主張する。  

４（エ）表現の不自由展・その後について  

 原判決は、「政府（文化庁）は、手続的不備を理由に既に決

定されていた約７８００万円の補助金全額を不交付とする異

例の決定をなした」と事実摘示した（２８～２９頁）が、文化

庁は、広範な批判や抗議を受けて、２０２０年３月２３日、不

交付とした決定を見直し、約７８００万円から約６７００万円

に減額して支給することを決定した（甲３１２参照）。  

５（オ）選挙報道について  

 原判決は、選挙報道に関する原告らの主張の整理にあたり、

原判決で整理されている主張に加えて、ＮＨＫの選挙報道とイ

ギリスの公共放送であるＢＢＣの選挙報道とを比較して、ＢＢ

Ｃが総選挙や国民投票が行われる度に「編集ガイドライン」を

作成し、その編集ガイドラインに従って、視聴者の政治的決断

のために十分な情報を提供するために圧倒的な量をそろえて

いること等を、原告準備書面（２０）、同（２１）及び最終準

備書面の６３～６４頁において、詳細に主張した。  

 ところが、原判決は、この点に関する一審原告らの主張を完

全に脱漏している。控訴審判決では、正確に補充すべきである。 

６（シ）黒川検事長任期延長問題について  

  原判決が概ね正確に事実摘示しているが、その後、黒川弘東

京高検検事長は、新型コロナウイルス感染症流行拡大に伴う緊

急事態宣言が発令中の２０２０年５月、産経新聞の記者二人、

朝日新聞の元検察担当記者の社員とともに賭けマージャンに
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興じていたことが週刊誌に報道された件で、同月２２日の検事

長辞職が閣議により承認された。  

  東京地検は黒川元検事長に対し、常習賭博罪は成立せず、単

純賭博罪で起訴猶予処分としたが、検察審査会が同年１２月８

日に「起訴相当」の議決をなしたのを受けて、東京地検は再捜

査の上、２０２１年３月１８日に略式起訴を請求し、同月２５

日、東京簡裁が黒川元検事長に対し、罰金２０万円の略式命令

を出した。  

 以上の経過に照らし、原判決がこの点について何らの判断も

示さなかったことは、きわめて不当と指摘せざるを得ない。  

７  「放送は、憲法２１条が規定する表現の自由の保障の下で、

国民の知る権利を実質的に充足し、健全な民主主義の発達に寄

与するものとして、国民に広く普及されるべきものである。」

とされている（２０１７年１２月６日最高裁大法廷判決）。  

  控訴人らは、憲法２１条の「表現の自由の保障」の下で、首

権者国民の「知る権利」に奉仕し、「健全な民主主義の発達に

寄与する」ものとして、ＮＨＫが自主自律を堅持の上、公共放

送としての役割を遺憾なく発揮することを求めて、本裁判を提

起したものである。  

 しかるに、原審の口頭弁論終結後も、ＮＨＫは相変わらず、

放送法４条及び国内番組基準を遵守しない放送を継続し、行政

監視機能よりも、政権との癒着を強めつつあるとの印象を禁じ

得ない。  

 よって、控訴人らは、控訴審でもいくつかの点に絞って、Ｎ

ＨＫが放送法４条１項各号および国内番組基準に違反するニュ

ース報道を行っていることを、証拠を添えて、主張立証してい

く予定である。  

 ➀ＮＨＫ制度改革問題に関する報道、②日本学術会議の６名
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の会員の任命拒否問題、③核兵器禁止条約交渉に唯一の戦争被

爆国でありながら日本が不参加を継続している問題等である。  

  追って、準備書面で主張する。  

                           以上  


